
   

 別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の①から④の者の出資口数の合計が総出資口数の1/2以下で、

かつ②～④の者の出資口数の合計が総出資口数の1/4以下ですか？ 

① 農業協同組合法72条の10第1項第2号の組合員（組合） 

② 同項第4号の組合員（その農事組合法人からその事業に係る 
物資の供給又は役務の提供を受ける者等） 

③ ②（法人に限る。）の代表者、代理人又は使用人である組合員等 

④ ③以外の者で、②から受ける資金で生計を維持している組合員 

全て課税 
（別紙２，３不要） 

農事組合法人ですか？ 
 

農業法人の課税・非課税判定フロー 

組合員は農民のみですか？ 
 

 

非課税となる農業部分があります。 

別紙２「非課税要件適格申告書」及び別紙３「一定の農事組合法

人の農業に付帯する事業に係る課税・非課税の判定計算書及び所

得金額計算書」を提出してください。 

耕種農業を行っていますか？ 

（穀作、野菜作及び果樹作等） 

農業経営を行っており、かつ、その事業に従事する組合員（役員等を除く。）に給与等 
を支払っていますか？【地方税法第72条の24の７第6項第１号】 

普通法人として申告 

※普通法人の税率が適用されます 

 
 

特別法人として申告 

※特別法人の税率が適用されます 

農地所有適格法人の要件を満たしていますか？ 
 


